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毒きのこによる食中毒に 
注意しましょう！  

 
 
 

例年９月から１０月にかけて、食べられるきのこと間違

えて毒きのこを食べることによる食中毒が、特に家庭にお

いて多く発生しています。 

そこで、次の３つのポイントに注意して、毒きのこによ

る食中毒を防ぎましょう。 
 
 
○ 知らないきのこは、食べない。 

 
○ 食べられるきのこの特徴を完全に覚える。 

 
○ 「柄が縦に裂けるきのこは食べられる。」と

か「ナスと一緒に煮ると毒消しになる。」とい

った、誤った言い伝えや迷信を信じない。 

 

 

 
●内容に関するご意見・お問い合わせ先 

・長野県庁衛生部食品環境水道課  
（電話 026-235-7155, FAX 026-232-7288, 電子ﾒｰﾙ syokukan@pref.nagano.jp） 

・最寄りの保健所食品衛生相談窓口 


